
「重点支援広域型ＤＭＯ」の指定基準 

１．広域型ＤＭＯの組織に関する基本事項 
（判断基準） ①原則として、法人格を有していること 

②形成計画の策定、実行に係る意思決定の責任者が明確となっていること 

 

２．対象エリアと地域課題が明確にされ、地域資源の洗い出しが行われていること 

（判断基準） ①対象エリアとその理由が明確にされていること 

②地域の課題の抽出や地域資源の洗い出しが行われていること  

 

３．市町村域を越えた地域のコンセプト（ストーリー）を構築されていること 
（判断基準） ①市町村域を越えたコンセプト（アイデンティティ）及びそれを裏付けるストー

リーが構築され、明確に表現されていること 

②コンセプト、ストーリー、目指すべき姿について、地域の関係者との共有が図

られていること（市町村の計画等との整合も考慮） 

③長期的に目指すべき姿とともに、当面（５年間）の目標が設定されていること 

 

４．市町村域を越えた地域のコンセプト（ストーリー）に基づき、地域の稼ぐ仕組み   

づくり、まちづくりが図られていること 

（判断基準） ①「コンセプトと目標」を達成するため、（データに基づき）「稼ぐ」仕組みが検

討されていること 

②各種データの継続的な収集・分析が行われること 

③広域的なＤＭＯの機能を高めるための仕組みが検討されていること 

１）二次交通・三次交通 

２）決済方法の共通化 

３）情報システム（予約・交通など） 

４）統計システム 

５）サービスの共通化・統一化 

④広域型ＤＭＯに、必要な専任の専門人材が配置されていること 

⑤ＤＭＯ関係者に対して、計画的な人材育成が図られていること 

 

５．関係機関（関係者）との連携した推進体制と合意形成の仕組みが構築されていること 

（判断基準） ①連携を行う関係機関との適切な役割分担、連携して計画を実行するための推進

体制が構築されていること 

・市町村、地域ＤＭＯ、観光協会、宿泊事業者、交通事業者などの関係者を 

網羅していること 

②広域型ＤＭＯ形成計画を策定・実行するため、適切な関係者との合意形成の 

仕組みが構築されていること 

・広域型ＤＭＯが行う取組に関する連絡調整のため、行政や関係団体から構成

される協議会等が設置されていること 

・地域住民も含め、観光関連事業者との計画の策定、実施状況が共有されるた

めの取組を行っていること 

 



６．関係機関（関係者）との役割分担が明確になっていること 

（判断基準） ①関係機関（関係者）ごとに、目標達成のための役割、組織のあり方、実施体制

が明確になっていること 

１）市町村 

意思決定、予算での関与、議会の関与、役割について明確に記載されてい

ること 

２）観光協会 

例えば、小規模団体においては、組織の統合を、都市部などの組織では、

存置するものの団体間での合理的な役割分担のもとで運営されること等

検討する予定であること 

 

７．戦略の実施スケジュールが策定されていること 

（判断基準） ①目指すべき観光地域の姿（将来像）の実現に向けた長期的な取組が示されてい

ること 

②関係者との役割分担により、実現していく中期計画（５年）が策定されている

こと 

 

８．ＤＭＯとして持続可能な組織運営を支える収支計画が立てられ、必要な財源が確保

される見通しであること 

（判断基準） ①戦略を実現するための計画に基づき、収支計画が立てられていること 

②広域型ＤＭＯが自立的・継続的に活動するための安定的な運営資金が確保され

る見通しがあること 

 

９．適切なＫＰＩが設定され、ＰＤＣＡサイクルが確立していること 

（判断基準） ①明確な成果目標と適切なＫＰＩが設定されていること 

・適切な地域の現状が把握されており、地域の将来像にも一致する目標値が

設定されている 

②ＫＰＩの達成状況について毎年評価・分析した上で、関係者と共有し、必要 

に応じて計画の見直し（改善計画）を行うこと 

 

 


